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１．はじめに

食料・農業・農村基本法（以下「現行基本法」）は、1999年に制定され、約20年が経過しました。
その間、国内市場の縮小や生産者の減少・高齢化など、農業構造が大きく変化し、さらに昨今で
は、ウクライナ情勢や輸入食料・資材の価格高騰など、食料安全保障上のリスクも高まっていま
す。
農林水産省では、今が農政のターニングポイントを迎えているとの強い意識のもと、昨年９月
に、現行基本法の検証をスタートしました。
食料・農業・農村政策審議会に基本法検証部会を設置し、計17回開催され、各分野の実務家等
の方々からのヒアリングや検証・見直しに関する議論が行われてきました（図１）。本年９月11
日に、これらを踏まえて「最終取りまとめ」が行われました。本稿では、この最終取りまとめの
内容を中心に、食料・農業・農村をめぐる情勢変化と課題、それらを踏まえた今後の見直しの方
向について御紹介いたします。

図１　これまでの検証・検討の状況
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